
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
六
号 

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

厚
生
労
働
大
臣 

福
岡 

資
麿 

 
 

 

救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
（
平
成
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
（
東
京
都
並
び
に
市
町
村
の
消
防
の
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
を
含
む
。
）
の

消
防
機
関
の
職
員
で
あ
る
者
が
行
う
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
救
急
救
命
処
置
は
、
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
期
間
内
に
開
始
さ
れ
た
処
置
に
あ
っ
て
は
、
当
該
処
置
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
）
、
第
二
十

一
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
心
肺
機
能
停
止
状
態
で
な
い
重
度
傷
病
者
に
対
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定

す
る
薬
剤
の
投
与
と
す
る
。 



 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


